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号

令

和

三

年

一

月

十

二

日

(

火
曜
日)

目

次

公

示

○
国
土
調
査
の
結
果
に
係
る
地
図
及
び
簿
冊
の
認
証

(

都
市
政
策
課)

一
七
ペ
ー
ジ

○
市
街
地
再
開
発
組
合
の
事
業
計
画
の
変
更
認
可

(

都
市
整
備
課)

一
八

公

示

〇
国
土
調
査
の
結
果
に
係
る
地
図
及
び
簿
冊
の
認
証

国
土
調
査
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
国
土

調
査
の
結
果
に
係
る
地
図
及
び
簿
冊
を
認
証
し
た
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
三
年
一
月
十
二
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

調
査
を
行
っ
た
者
の
名
称

恵
那
市

二

調
査
を
行
っ
た
地
域

恵
那
市
長
島
町
の
一
部(

久
須
見
２)

三

調
査
を
行
っ
た
期
間

平
成
二
十
八
年
一
月
か
ら
令
和
二
年
三
月
ま
で

四

地
図
及
び
簿
冊
の
名
称

恵
那
市(

長
島
町
の
一
部)

の
地
籍
図

恵
那
市(

長
島
町
の
一
部)

の
地
籍
簿

五

認
証
年
月
日

令
和
三
年
一
月
十
二
日

〇
国
土
調
査
の
結
果
に
係
る
地
図
及
び
簿
冊
の
認
証

国
土
調
査
法(
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
国
土

調
査
の
結
果
に
係
る
地
図
及
び
簿
冊
を
認
証
し
た
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。
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発
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令
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三
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二
日



令
和
三
年
一
月
十
二
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

調
査
を
行
っ
た
者
の
名
称

飛�
市

二

調
査
を
行
っ
た
地
域

飛�
市
神
岡
町
西
の
一
部(

西(

Ⅳ)

・
西(

Ⅴ))

三

調
査
を
行
っ
た
期
間

平
成
二
十
六
年
四
月
か
ら
令
和
二
年
三
月
ま
で

四

地
図
及
び
簿
冊
の
名
称

飛�
市(

神
岡
町
西
の
一
部)

の
地
籍
図

飛�
市(

神
岡
町
西
の
一
部)

の
地
籍
簿

五

認
証
年
月
日

令
和
三
年
一
月
十
二
日

〇
国
土
調
査
の
結
果
に
係
る
地
図
及
び
簿
冊
の
認
証

国
土
調
査
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
国
土

調
査
の
結
果
に
係
る
地
図
及
び
簿
冊
を
認
証
し
た
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
三
年
一
月
十
二
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

調
査
を
行
っ
た
者
の
名
称

揖
斐
郡
大
野
町

二

調
査
を
行
っ
た
地
域

揖
斐
郡
大
野
町
大
字
下
磯
の
一
部(

下
磯
Ⅳ)

三

調
査
を
行
っ
た
期
間

平
成
二
十
八
年
六
月
か
ら
令
和
二
年
一
月
ま
で

四

地
図
及
び
簿
冊
の
名
称

揖
斐
郡
大
野
町(

大
字
下
磯
の
一
部)

の
地
籍
図

揖
斐
郡
大
野
町(

大
字
下
磯
の
一
部)

の
地
籍
簿

五

認
証
年
月
日

令
和
三
年
一
月
十
二
日

〇
国
土
調
査
の
結
果
に
係
る
地
図
及
び
簿
冊
の
認
証

国
土
調
査
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
国
土

調
査
の
結
果
に
係
る
地
図
及
び
簿
冊
を
認
証
し
た
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
三
年
一
月
十
二
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

調
査
を
行
っ
た
者
の
名
称

加
茂
郡
川
辺
町

二

調
査
を
行
っ
た
地
域

加
茂
郡
川
辺
町
大
字
石
神
の
一
部(

石
神
Ⅳ)

三

調
査
を
行
っ
た
期
間

平
成
三
十
年
五
月
か
ら
令
和
二
年
三
月
ま
で

四

地
図
及
び
簿
冊
の
名
称

加
茂
郡
川
辺
町(

大
字
石
神
の
一
部)

の
地
籍
図

加
茂
郡
川
辺
町(

大
字
石
神
の
一
部)

の
地
籍
簿

五

認
証
年
月
日

令
和
三
年
一
月
十
二
日

〇
市
街
地
再
開
発
組
合
の
事
業
計
画
の
変
更
認
可

都
市
再
開
発
法(

昭
和
四
十
四
年
法
律
第
三
十
八
号)

第
三
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

市
街
地
再
開
発
組
合
の
事
業
計
画
の
変
更
を
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
二
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準

用
す
る
同
法
第
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
三
年
一
月
十
二
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

市
街
地
再
開
発
組
合
の
名
称
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多
治
見
駅
南
地
区
市
街
地
再
開
発
組
合

二

事
業
施
行
期
間

平
成
三
十
年
二
月
二
十
七
日
か
ら

令
和
五
年
十
月
三
十
一
日
ま
で

三

施
行
地
区

事
業
計
画
書
に
お
い
て
表
示
す
る
と
お
り

四

事
務
所
の
所
在
地

多
治
見
市
栄
町
一
丁
目
六
番
地
一

五

設
立
認
可
の
年
月
日

平
成
三
十
年
二
月
十
六
日

六

変
更
の
内
容

事
業
施
行
期
間
、
設
計
の
概
要
及
び
資
金
計
画(

事
業
計
画
書
に
お
い
て
表
示
す
る
と
お
り)

七

変
更
認
可
の
年
月
日

令
和
二
年
十
二
月
十
一
日
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令
和
三
年
一
月
十
二
日
発
行

岐
阜
市
薮
田
南
二
丁
目
一
番
一
号

発
行
者

岐

阜

県

発
行
所

岐

阜

県

庁

編

集

岐
阜
市
三
輪
ぷ
り
ん
と
ぴ
あ
十
三
―
一

岐

阜

文

芸

社


